
 

 

 

 

 

 

 

 

７月２０日、日本年金機構は、９月１日からの厚生年

金保険の標準報酬月額の上限改定に関する案内を掲

載しました。厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、

現行の第 31 等級のうえに第 32等級が追加されます。 

【第 32級】 

標準報酬月額 650,000円報酬月額 635,000円以上 

保険料全額 118,950円 被保険者負担分 59,475円 

この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者

の方がいる対象の事業主および船舶所有者には、令和

２年９月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定

通知書」が送られてきます。標準報酬月額の改定に際

して、事業主および船舶所有者からの届出は不要です。 

 

 

 

◆個人向け新型コロナ対応休業支援金とは？ 

雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象

に、休業実績に応じて賃金の８割が支給（上限月額 33

万円）されます。雇用されていれば、雇用保険被保険

者でなくても、学生アルバイトや外国人労働者、技能

実習生は対象となります。登録型派遣、日雇派遣労働

者も、要件を満たせば対象となりますが、海外勤務者

や日雇労働者、地方公共団体の非常勤公務員は対象と

なりません。 

◆申請方法等 

申請は、労働者本人または事業主のどちらか一方が行

えばよく、事業主申請の場合も申請者本人の口座に振

り込まれます。申請には、支給申請書と支給要件確認

書（事業主提出の場合は続紙も）、本人確認書類、振

込先口座のキャッシュカードや通帳のコピー、休業前

および休業中の賃金額が確認できる書類のコピーが

必要です。 

◆本人申請の場合も事業主は要件確認書に記入支給 

 

 

 

 

 

 

 

要件確認書には、事業主による休業証明のための記入

欄（以下、「事業主欄」という）があり、厚生労働省

の Q&A では、労働者の雇用、賃金支払いの事実や休

業の事実について、最低限事業主からの確認が必要と

されています。 

 事業主が休業証明を拒んだ場合、労働者は、事業主

の協力が得られない旨をその背景事情とともに記載

して申告することとなり、事業主は労働局から報告を

求められます 。 

 なお、故意に偽りの証明を行い、支援金を受けるこ

とは不正受給にあたり、支給決定取消しだけでなく、

全額返還、また不正受給の日の翌日から納付の日まで

の年３％の延滞金および返還額の２倍相当額の納付

が命じられ、事業主名等の公表もされます。 

◆休業中の賃金額が確認できる書類について 

賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳の３種類により

賃金額を確認できない場合は支給できないとされて

います（新卒者で１日も勤務していない場合等は、雇

用契約書 ・労働条件通知書等を添付）。これらの書類

提供に関しても、事業主の協力が必要です。 

◆申請書送付先 

下記にて申請書類の形式的な確認を行ったのち、管轄

都道府県労働局の支援金集中処理センターに振り分

けられます。 

〒600-8799 日本郵便株式会社京都中央郵便局留置 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金担当まで 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業 

支援金の受付が始まりました！！ 

厚生年金保険における標準報酬月額の 

上限の改定について 


